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（単位：百万円）

46,607 561

21,578 396

21,199 39

3,063 105

464 3

114 11

90 4

23

72 950

790

14,063 45

0 114

0 1,512

14,063

11,300 59,158

2,395 13,103

362 46,054

5 46,054

46,054

59,158

60,670 60,670

（注）金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

貸　借　対　照　表

令和４年 ３月３１日

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 未 払 費 用

そ の 他 固 定 負 債

有 価 証 券 預 り 金

営 業 投 資 有 価 証 券 賞 与 引 当 金

未 収 入 金 役 員 賞 与 引 当 金

未 収 還 付 法 人 税 等 未 払 法 人 税 等

未 収 消 費 税 等 そ の 他

契 約 資 産

退 職 給 付 引 当 金

固 定 資 産 役員退職慰労引当金

有 形 固 定 資 産 資 産 除 去 債 務

無 形 固 定 資 産 負 債 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産 （ 純 資 産 の 部 ）

投 資 有 価 証 券 株 主 資 本

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

関 係 会 社 株 式 資 本 金

差 入 保 証 金 利 益 剰 余 金

そ の 他 そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計
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（単位：百万円）

1,399

4,488

△3,088

0

6

2 8

△3,079

△3,079

9

△3,089

（注）金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

営 業 費 用

損　益　計　算　書

自　令和３年 ４月　１日
至　令和４年 ３月３１日

科 目 金 額

営 業 収 益

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

有 価 証 券 利 息

そ の 他 の 営 業 外 収 益

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

当 期 純 利 益
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（単位：百万円）

（注）金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
自　令和３年 ４月　１日
至　令和４年 ３月３１日

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

利益剰余金
株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

13,103 62,248

事 業 年 度 中 の 変 動 額

49,144 49,144 62,248 0 0当 期 首 残 高

△3,089△3,089 △3,089 △3,089当 期 純 利 益

-株主資本以外の項目の当期変動額 - 0 0- - 0

0 △3,089

当 期 末 残 高 13,103

△3,089 △3,089 △3,089 0事業年度中の変動額合計 -

- 59,15846,054 46,054 59,158 -
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個 別 注 記 表 
 

 

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

１.重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 (1) 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券･･･････償却原価法（定額法） 

関係会社株式･････････････移動平均法による原価法 

その他の有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの･････期末日の市場価格等に基づく時価法 

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。 

市場価格のない株式等･･･････････････移動平均法による原価法 

ただし、投資事業有限責任組合への出資は、組合等の財産の持分相当額

を営業投資有価証券として計上し、組合等の営業により獲得した損益の持

分相当額を損益として計上する方法によっております。 

 

 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）･････定率法（ただし、平成28年4月1日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法） 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物（建物附属設備）  ３～１４年 

工具器具及び備品  ３～１４年 

なお、定期建物賃借権上の建物等については、株式会社地域経済活性化支援

機構法（平成21年法律第63号）に基づく再生支援期間にて償却を行っておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）･････定額法 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

自社利用のソフトウェア ５年 

  ③リース資産･････定額法 

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零としております。 

 

 (3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、支援先に対する債権については

個別に回収可能性を検討し、それ以外の債権については貸倒実績率により、回

収不能見込額を計上することとしております。 

② 賞与引当金 

従業員への賞与の支払いに備えるため、当事業年度に帰属する額を計上して

おります。 

③ 役員賞与引当金 

役員への賞与の支払いに備えるため、当事業年度に帰属する額を計上してお

ります。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、自己都合の期末要支給額を計上しておりま

す。 
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⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を

計上しております。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益 

認識会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサー 

ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込 

まれる金額で収益を認識することとしております。 

 

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項    

① 消費税等の会計処理 

控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、投資その他の資産

の「その他（繰延消費税額等）」として貸借対照表に計上し、５年間で均等償

却を行っております。 

 

２.会計方針の変更に関する注記 

(1) 「収益認識に関する会計基準」の適用に伴う変更 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認 

識会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービス 

の支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる 

金額で収益を認識することとしております。 

これにより、約束した財又はサービスの対価について、従来「未収入金」として表示 

していた金額のうち、処分決定の決議が行われていない金額については「契約資産」 

として表示することとしております。 

 

(2) 「時価の算定に関する会計基準等」の適用に伴う変更 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価 

  算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19 

項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2 

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を 

将来にわたって適用しております。これによる、計算書類に与える影響はありません。 

 

３.会計上の見積りに関する注記 

「営業投資有価証券等の評価」 

(1)  当事業年度の計算書類に計上した金額 

 

勘定科目 当事業年度 

営業投資有価証券 3,063百万円 

関係会社株式 2,395百万円 

合計 5,459百万円 

 

(2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

当社が保有する営業投資有価証券及び子会社株式を含む関係会社株式の評価基準は

原価法を採用しております。 
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組合(ファンド)等への出資金を営業投資有価証券として計上し、組合(ファンド)等

の営業により獲得した損益の持分相当額等を損益として計上する方法によっておりま

す。これらは、事業者（組合の出融資先を含む）の減損リスクに晒されておりますが、

当該リスクに関しては、事業者の状況を毎月モニタリングし、社内で設定している評

価基準により減損損失を認識しております。 

また、関係会社株式につきましては、財政状態の悪化等により実質価額が著しく下

落した場合には、個別に回復可能性を考慮して必要と認められた金額について減損処

理を行っております。 

営業投資有価証券及び子会社株式を含む関係会社株式の評価基準の判定は、常に関

係先と密に連絡をとり定期的に財務諸表等を入手し、モニタリング等を行うことによ

り実施しております。しかしながら、各社が直面する新型コロナウイルス感染症を含

む経済情勢等の変化により、翌年度以降の営業投資有価証券及び関係会社株式の金額

に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

４.貸借対照表に関する注記 

 (1) 有形固定資産の減価償却累計額   779百万円 

   ※減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。 

 

(2) 保証債務 

   ①債務保証 

    該当ありません。 
 

② 保証予約  

 該当ありません。        

 

(3) 関係会社に対する金銭債権 

金銭債権 28百万円 

 

５.損益計算書に関する注記 

(1) 関係会社との取引高 

営業収益 

営業費用（控除） 

582百万円 

161百万円 

           

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 

当事業年度 

期首の株式数 

(株) 

当事業年度 

増加株式数 

(株) 

当事業年度 

減少株式数 

(株) 

当事業年度 

末の株式数 

(株) 

普通株式 262,076 － － 262,076 

 

７．税効果会計に関する注記 

一時差異の発生の主な原因は繰越欠損金、退職給付引当金等でありますが、当社

の事業の特殊性により将来年度の課税所得の見積もりが困難なため、繰延税金資産

を計上しておりません。 
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８．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社は、一時的な余資運用は安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達

については銀行借入による方針であります。 

② 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制 

有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金を含む定期預金及び公社債でありま

す。これらは、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、資金運用規程に従い、格付の高いもののみを対象と

しており、また常に当該リスクの変動を注視しております。 

貸出金は、支援対象事業者に対する貸出金であり、営業投資有価証券は、支援

対象事業者に対する社債及び投資事業有限責任組合への出資であります。これら

は、事業者（組合の出融資先を含む）の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しては、事業者の状況を常にモニタリングすることとしております。 

③  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合

理的に算定された価格が含まれております。 

 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

令和４年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次の通りであります。なお、市場価格のない株式等（関係会社株式及び営業投資有価

証券）は、次表には含めておりません。 

また、現金は注記を省略しており、預金・未収入金・未収還付法人税等・未収消費

税等・未払費用は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから注記を

省略しております。 
（単位：百万円） 

 
貸借対照表 

計上額(*) 
時価(*) 差額 

(1) 有価証券 21,199 21,200     0 

(2) 投資有価証券 11,300 11,289    -10 

(3) 差入保証金 362 356 -6 

 

（注） 

(1)   有価証券 

 これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定

される利率で割り引いて算定しております。 

(2)投資有価証券(債券) 

日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値（平均値）における価格とし

ております。 

       （3）差入保証金 

差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間 

に基づき、リスクフリー・レートで割り引いた現在価値によっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

- 8 - 
 

９．関連当事者との取引に関する注記 
 

(1)  子会社及び関連会社等       

 

 
（単位：百万円）

属性
会社等
の名称

住所
資本金
又は

出資金
事業の内容

議決権等
の所有

(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注1)

科目 期末残高

出向負担金       121

設備等使用料        21

その他  0
（注1）取引金額には消費税等が含まれておりません。

出資
役員の兼任
役務の提供

未収入金       19
直接

100.00%
子会社 REVICキャピタル㈱

東京都
千代田区

       100 ファンド運営

 

 

１０．１株当たり情報に関する注記 

 

(1) １株当たり純資産額         225,730円 67銭 

 

(2) １株当たり当期純利益        △11,789円 39銭 

 
（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

損益計算書上の当期純利益（百万円） △3,089  

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  

普通株式に係る当期純利益（百万円） △3,089  

普通株式の期中平均株式数（株） 262,076  

 

 

１１．収益認識に関する注記 

（１）収益を理解するための基礎となる情報 

  「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとお 

りです。 

 

１２．重要な後発事象に関する注記 

 該当する事項はございません。 

 


